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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月21日(2018.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　一実施の形態である半導体装置は、メタルゲート電極の側壁に接する絶縁膜を窒化シリ
コン膜により構成し、スプリットゲート型のＭＯＮＯＳメモリのメモリゲート電極の下の
電荷蓄積膜の側壁に接する絶縁膜を酸化シリコン膜により構成するものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、他の実施の形態である半導体装置の製造方法は、第１ゲート電極および第２ゲー
ト電極のそれぞれ側壁を覆うように、窒化シリコン膜および第１酸化シリコン膜を順に形
成した後、第１ゲート電極の側壁を覆う第１酸化シリコン膜を除去し、その後、第１ゲー
ト電極および第２ゲート電極のそれぞれの側壁を覆う第２酸化シリコン膜を形成するもの
である。これにより、第１ゲート電極の側壁を覆う窒化シリコン膜および第２酸化シリコ
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ン膜からなる第１サイドウォールと、第２ゲート電極の側壁を覆う窒化シリコン膜、第１
酸化シリコン膜および第２酸化シリコン膜からなる第２サイドウォールとを形成する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【図１】実施の形態１である半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２】図１に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３】図２に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４】図３に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５】図４の一部を拡大して示す断面図である。
【図６】図５に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図７】図６に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図８】図７に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図９】図８に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１０】図９に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１１】図１０に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１２】図１１に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１３】図１２に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１４】図１３に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１５】図１４に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１６】図１５に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１７】図１６に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１８】図１７に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図１９】図１８に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２０】図１９に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２１】図２０に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２２】図２１に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２３】図２２に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２４】図２３に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２５】図２４に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２６】図２５に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２７】図２６に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２８】図２７に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図２９】図２８の一部を拡大して示す断面図である。
【図３０】「書込」、「消去」および「読出」時における選択メモリセルの各部位への電
圧の印加条件の一例を示す表である。
【図３１】実施の形態１である半導体装置の変形例１の製造工程中の断面図である。
【図３２】図３１に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３３】図３２に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３４】図３３に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３５】図３４に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３６】図３５に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３７】図３６に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３８】図３７に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図３９】図３８に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４０】図３９に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４１】図４０に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
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【図４２】図４１に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４３】図４２に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４４】図４３の一部を拡大して示す断面図である。
【図４５】実施の形態１である半導体装置の変形例１の断面図である。
【図４６】実施の形態１である半導体装置の変形例２の製造工程中の断面図である。
【図４７】図４６に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４８】図４７に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図４９】図４８に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５０】図４９に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５１】図５０に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５２】図５１の一部を拡大して示す断面図である。
【図５３】実施の形態２である半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５４】図５３に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５５】図５４に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図５６】図５５の一部を拡大して示す断面図である。
【図５７】実施の形態２である半導体装置の断面図である。
【図５８】実施の形態２である半導体装置の変形例１の製造工程中の断面図である。
【図５９】図５８の一部を拡大して示す断面図である。
【図６０】実施の形態２である半導体装置の変形例２の製造工程中の断面図である。
【図６１】図６０の一部を拡大して示す断面図である。
【図６２】比較例である半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図６３】図６２に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図６４】図６３に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図６５】図６４に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図６６】図６５に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図６７】図６６に続く半導体装置の製造工程中の断面図である。
【図６８】比較例である半導体装置の製造工程中の断面図である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　ここでは、窒化シリコン膜ＮＴ３の膜厚ａは例えば１５ｎｍであり、酸化シリコン膜Ｏ
Ｘ４の膜厚ｂは例えば２０ｎｍである。窒化シリコン膜ＮＴ３の膜厚ａは、酸化シリコン
膜ＯＸ４をサイドウォール状に加工するエッチバック工程（図２１参照）において半導体
基板ＳＢの主面を露出しない程度の大きさを要するため、例えば１０ｎｍ以上の大きさが
必要である。
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